
大分県母子・父子福祉センターの指定管理者の任意指定に係る

外部有識者による評価について

令和２年１０月１６日

大分県福祉保健部こども子育て支援課

１ 任意指定の相手方

（１）名 称 一般財団法人大分県母子寡婦福祉連合会

（２）代表者 理事長 千原 千佐子

（３）所在地 大分市大津町２丁目１番４１号

２ 意見聴取の実施日程等

（１）実施日 令和２年８月２７日

（２）会 場 大分県庁舎 新館地下２階 Ｂ２４会議室

３ 外部有識者

中山 慎吾 氏 （大分大学福祉健康科学部教授）

工藤 裕司 氏 （国立障害者リハビリテーションセンター所長）

光田 加壽子 氏 （税理士）

４ 評価結果

審査基準 評価項目 配点 得点

１ 事業計画書の内 （１）施設の設置目的及び県が

容が、県民の平等 示した管理の方針 ２４点

な利用が確保され （２）平等な利用を図るための ×３人

るとともに、サー 具体的手法及び期待される ＝７２点 ５３．５０

ビスの向上が図ら 効果

れるものであるこ （３）サービスの向上を図るた

と めの具体的手法及び期待さ

れる効果

２ 事業計画書の内 （１）利用者増を図るための具

容が、施設の効用 体的手法及び期待される効 ２８点

を最大限に発揮す 果 ×３人

るものであること （２）施設の維持管理の内容、 ＝８４点 ５７．５０

適格性及び実現の可能性



審査基準 評価項目 配点 得点

３ 事業計画書の内 （１）施設の管理運営に係る経

容が、施設の管理 費の内容 ２０点

に係る経費の縮減 ×３人

が図られるもので ＝６０点 ３６．２５

あること

４ 事業計画書に沿 （１）収支計画の内容、適格性

った管理を安定し 及び実現の可能性 ２８点

て行う能力を有し （２）安定的な運営が可能とな ×３人

ているものである る人的能力 ＝８４点 ５８．００

こ と （３）安定的な運営が可能とな

る経理的基盤

（４）事業及び施設の運営実績

１００点

計 ×３人

＝３００点 ２０５．２５

５ 意見聴取結果

大分県母子寡婦福祉連合会を指定管理候補者とし、サービス改善提案事業について

も協会の提案どおり採択することが適当であるとの意見で一致。

［付帯意見］

① ホームページの充実等、高く評価できる。相談業務を進めるうえでの専門性の

向上に引き続き取り組んで欲しい。

② 規程等の更新がされていないため、古い用語を修正するべきである。また、リ

スク管理についても、ＢＣＰを視野に入れた、幅広な内容とするべき。

③ アンケートの平均点が高すぎるため、設問の適切な見直しが必要である。

④ 今のところ職員には恵まれているようだが、職員の退職や病気等による長期休

暇があった場合の対応も考えておいた方がよい。

６ 所管課の意見

一般財団法人大分県母子寡婦福祉連合会は、県内各地域の母子寡婦福祉団体を構成

員とし母子家庭等の状況及び生活実態に精通しているとともに、相談業務等に対応す

る優れた人材を有しており、また、母子家庭等の福祉の増進のための事業を受託して

いることから、これらと一体的な支援に取り組むことが可能であることから、当該団

体を指定管理候補者とすることが適当である。


